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【音声コード】

計画策定の背景

はじめに

総合振興計画とは
春日部市の将来像やまちづくりの基本的な方向性を定めた計画です。基

本構想・基本計画・実施計画の３つから構成されます。

後期基本計画とは
第２次春日部市総合振興計画は、10年間の計画です。後期基本計画とは、

その後半の５年間（2023 年度（令和５年度）から 2027 年度（令和９年度）
まで）の各施策の方向性を示すものです。

また、春日部市の最上位計画としてわかりやすい位置づけとするため、
人口ビジョン、第２期春日部市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総
合戦略」といいます。）、国土強靱化地域計画を統合しています。

実施計画とは
実施計画は、基本計画実現に向けた根幹となる事業の具体的な実施内容

を明らかにするものです。

年度
西暦 2018

（H30）
2019
（R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
（R6）

2025
（R7）

2026
（R8）

2027
（R9）和暦

基本構想

基本計画

実施計画

基本構想（10年間）

前期基本計画（5年間）

実施計画 見直し　　実施計画 実施計画 見直し　　実施計画

後期基本計画（5年間）
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【音声コード】

春日部市の魅力
統計分析や市民意識調査結果などを踏まえ整理し
た、後期基本計画の期間において伸ばしていきたい
春日部市の魅力です。

おいしい学校給食
充実した子育て施設
保育の質と量の確保に向けた取組

優れた企業立地環境
身近に楽しめる農産物
魅力的な特産品

高い生活利便性
着実に進むまちづくり事業
便利な鉄道交通

災害に強いまち
地域で守る防災力
「ゼロカーボン」に向けた取組

充実した医療体制
健康寿命の延伸を図るための取組
市民の高い健康意識

魅力（1）子育てをたのしめるまち

魅力（２）特長的な産業があるまち

魅力（３）地域力が高く暮らしやすいまち

魅力（４）安心安全で暮らしやすいまち

魅力（５）健康をはぐくめるまち

計画策定の背景

「クレヨンしんちゃん」© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

写真提供：江戸川河川事務所

東京大学高齢社会総合研究
機構おうちえシリーズより
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【音声コード】

春日部市の主要課題
魅力と同様の手法を用いて整理した、後期基本計画
の期間において解決に注力すべき春日部市の主な課
題です。

健康をはぐくむ
まちの実現

子育て世代に
選ばれる
まちの実現

特長を生かした
しごとを創出する
まちの実現

地域力を高める
まちの実現

安心安全で
魅力ある
まちの実現

65 歳健康寿命は県の水準を下回り、医療費などの社会保障関連
経費は増加傾向
⇒生涯を通じた健康の大切さとリスクへの意識向上など
⇒	健康寿命の延伸に向けた取組や運動の促進、地域医療提供体制
の連携・充実など

課題（１）健康関連

合計特殊出生率が国・県と比べて低く、さらなる保育サービスの
向上が求められている
⇒安心して楽しく子育てできる環境の充実など
⇒学校・家庭・地域が一体となった教育のさらなる推進など

課題（2）子育て関連

一人当たりの市民所得が県水準よりも低く、産業の振興と市民の
所得向上が求められる
⇒	魅力的な優良企業の誘致促進、事業の拡大や新規ビジネス開拓
への支援など

⇒あらゆる世代の就業支援と後継者の育成の強化など

課題（３）産業経済関連

鉄道により分断されているまちの構造、まちなかの回遊性が阻害
されている
⇒春日部駅周辺の中心市街地の活性化など
⇒	コンパクトで都市機能が高いまちづくりの維持・発展など

課題（４）まちづくり関連

激甚化する風水害や切迫する巨大地震、犯罪の多様化などに対し
市民の不安が高まる
⇒地域共生社会によるだれもが安心して暮らせるまちの充実など
⇒安心安全で良好な生活環境の確保など

課題（５）防犯・防災関連

計画策定の背景
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【音声コード】

人口ビジョン

人口ビジョン
「人口ビジョン」は、春日部市における少子高齢化
および人口の減少に歯止めをかけるため、今後目指
すべき人口の将来展望を示すものです。

将来人口を展望する上での課題
■ 2020年（令和２年）10月１日時点での春日部市の人口は、233,558人（住

民基本台帳人口）であり、少しずつ減少しています。
■ 将来にわたり活力ある春日部市であるためには、少子高齢化への対応、

子どもを産み育てやすい環境づくり、子育て世代の移住・定住のさらな
る促進、仕事の育成と就業の促進が求められます。

（１）推計を上回る高齢化への対応
国勢調査によれば、2020年（令和２年）の高齢化率は 33.2％
⇒�元気な高齢者の参画促進、意欲ある高齢者の就労支援などについて、政策的な対応が必要

（２）推計を上回る少子化への対応
2020 年（令和２年）の０歳～４歳人口は、過去の推計値と比較して 700人以上も過少
⇒結婚・出産・子育てをしやすい環境づくりに対し、これまで以上に注力

（３）子どもを産み育てやすい環境づくり
合計特殊出生率は、2019年（令和元年）までは国・県・近隣市を下回る水準
⇒結婚、子育て世代のニーズを踏まえた施策の推進

（４）子育て世代移住・定住のさらなる促進

2019 年（令和元年）以降は社会増（転入者数が、転出者数を上回る）の状況
⇒今後も子育て世代の移住・定住を促進し、社会動態のさらなる改善を図る

（５）仕事の育成と就業の促進
一人当たりの市民所得が県の水準より低い状況が一貫して続いている
⇒市内における“稼げる仕事”の育成促進と、就業促進

《将来人口を展望する上での方向性》

市民の希望をかなえる出生率の実現を目指します。

産業を活性化して雇用を生み出すとともに、若い人の居住を確保し、
人の流れをつくり出します。
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【音声コード】

人口の将来展望
■ 合計特殊出生率については、2016 年（平成 28 年）から 2020 年（令

和２年）の５か年平均（1.194）から、2030 年（令和 12 年）までに市
民の希望をかなえる出生率（1.317）まで上昇すると想定します。

■ まちづくり事業などによる人口流入については、①春日部駅周辺におけ
る中心市街地まちづくり計画や鉄道の高架化、およびコンパクトで魅力
あるまちづくりの効果による増加人口と、②北春日部地区その他のまち
づくり事業などによる流入人口を見込みます。

■ 将来人口を展望する上での課題と方向性を踏まえ、合計特殊出生率の向
上とまちづくり事業などによる人口流入がともに果たされたケースを推
計すると、春日部市の人口は、2040 年（令和 22 年）には約 21 万人と
なります。

《人口の推計結果》
2040 年（令和 22 年）には約 21 万人になると推計
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【音声コード】

基本計画

ＳＤＧｓの達成に向けて
基本計画の各施策分野において、施策と以下の 17
のゴール（目標）を結びつけ、ＳＤＧｓの達成に向
けて各施策の取組を進めています。

ＳＤＧｓとは
■ 2015 年（平成 27 年）９月の国連サミットで採択された国際社会の共

通目標です。「誰一人取り残さない」という理念の下、17 のゴール・
169 のターゲットが設定されています。

《ＳＤＧｓが掲げる 17 のゴール（目標）》
１ 貧困をなくそう ２ 飢餓をゼロに
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 飢餓を終わらせ、食糧安全保障および栄養改善を実

現し、持続可能な農業を促進する

３ すべての人に健康と福祉を ４ 質の高い教育をみんなに
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保
し、福祉を促進する

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保
し生涯学習の機会を促進する

５ ジェンダー平等を実現しよう 6 安全な水とトイレを世界中に
ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女児
の能力強化を行う

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な
管理を確保する

7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに 8 働きがいも経済成長も
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近
代的エネルギーへのアクセスを確保する

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の
完全かつ生産的雇用と働きがいのある人間らしい雇
用（ディーセント・ワーク）を促進する

9 産業と技術革新の基盤をつくろう 10 人や国の不平等をなくそう
強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ
持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進
を図る

各国内および各国間の不平等を是正する

11 住み続けられるまちづくりを 12 つくる責任　つかう責任
包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能
な都市および人間居住を実現する

持続可能な生産消費形態を確保する

13 気候変動に具体的な対策を 14 海の豊かさを守ろう
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を
講じる

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する

15 陸の豊かさも守ろう 16 平和と公正をすべての人に
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、
持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、並びに土
地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止
する

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進
し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あ
らゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂
的な制度を構築する

17 パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー
バル・パートナーシップを活性化する
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【音声コード】

基本計画

総合戦略の達成に向けて
基本計画の各施策分野において、総合戦略と関連づ
けることで一体的に各施策の取組を進めています。

総合戦略とは
■ 地方における安定した雇用を創出し、若い世代の結婚・出産・子育ての

希望をかなえることで人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力あ
る日本社会を維持することを目指し、目標等を定めた計画です。

■ 春日部市では、人口減少を克服し地域経済の活性化を図り、人口ビジョ
ンに掲げる人口の将来展望を実現するため、2016 年（平成 28 年）３
月に「春日部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、その後、
2021 年（令和３年）３月には「第２期春日部市まち・ひと・しごと創
生総合戦略」を策定し、次の４つの基本目標（地域創生戦略）を掲げて
取組を展開しています。

■ この 4 つの基本目標は、総合振興計画のまちの将来像を実現するための方
向性と合致することから、「総合戦略」をこの計画の一部として定めます。

《第２期春日部市まち・ひと・しごと創生総合戦略における４つの基本目標（地
域創生戦略）と施策》

Ⅰ 子育て世代に選ばれる地域創生戦略
施策（１）�妊娠・出産・子育ての切れ目ない

支援
施策（２）�安心して、楽しく子育てできる環

境の充実
施策（３）�知・徳・体のバランスがとれた子

どもを育てる教育環境づくり

Ⅱ  特長を生かしたしごとを創出する地域
創生戦略
施策（１）�優良企業の誘致、事業の拡大、創

業支援
施策（２）市内農業の振興
施策（３）�就業支援と後継者の育成

Ⅲ 地域力を高める地域創生戦略
施策（１）春日部駅周辺の整備
施策（２）�行政、住民、民間事業者が一体と

なった地域まちづくりの推進
施策（３）より魅力的な商業環境の整備
施策（４）�観光資源の魅力向上と情報発信の

充実

Ⅳ 安心安全で魅力ある地域創生戦略
施策（１）�誰もが安心して暮らせる地域コ

ミュニティの充実
施策（２）安心安全で良好な生活環境の確保
施策（３）防災・防犯対策の充実
施策（４）�健康寿命の延伸と地域医療提供体

制の連携・充実
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【音声コード】

基本計画

重点プロジェクト
［健幸プロジェクト］

重点プロジェクトとは、春日部市の魅力と主要課題を踏まえ、計画期間中
の５年間に特に力を入れていく５つのプロジェクトです。これらを総称し
て「健幸（けんこう）プロジェクト」と呼称します。

《重点プロジェクト［健幸プロジェクト］一覧》

１ 健康をはぐくむまちプロジェクト
（１）健康寿命の延伸と地域医療提供体制の連携・充実
（２）介護予防の推進
（３）あらゆる世代に対する生きがいづくりの推進

２ 子育て世代に選ばれるまちプロジェクト
（１）妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援
（２）安心して、楽しく子育てできる環境づくりの推進
（３）�知・徳・体のバランスがとれた子どもを育てる教育環境づ

くり

３ 特長を生かしたしごとを創出するまちプロジェクト
（１）優良企業の誘致、事業の拡大や創業などへの支援
（２）農業の振興
（３）就業支援と後継者の育成支援

４ 地域力を高めるまちプロジェクト
（１）春日部駅周辺の整備
（２）�住民、事業者、行政が一体となった地域まちづくりの推進
（３）魅力的な商業環境の整備
（４）地域資源の魅力向上と情報発信の充実

５ 安心安全で魅力あるまちプロジェクト
（１）誰もが安心して暮らせるコミュニティの充実
（２）安心安全で良好な生活環境の確保
（３）防災・防犯対策の充実
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【音声コード】

基本計画

将来像の実現に向けて
７つの基本目標の推進と合わせて、春日部市の主要
課題の解決に向けた効果的な施策を、分野別計画の
中から抽出し、重点的・分野横断的な取組として重
点プロジェクト［健幸プロジェクト］として位置づ
けました。

  

分野別計画（まちづくりの基本目標）

つながる にぎわう すまいるシティ 春日部

将 来 像

健康をはぐくむまち

安心安全で魅力あるまち

地域力を高めるまち

特長を生かしたしごとを創出するまち

子育て世代に選ばれるまち

分野別計画（まちづくりの基本目標）

  

つながる にぎわう すまいるシティ 春日部

将 来 像

健
幸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

健
幸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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【音声コード】

基本計画

分野別計画

７つの基本目標ごとに、施策と取組を位置づけました。

基本目標 1
子どもが幸せに育ち、生きる力をはぐくむまち

施策 施策における取組
施策1-1-1
安心して子育てできる切れ目のない支援

■ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実
■ 子育て世帯への経済的支援
■ 多様化するライフスタイルに対する支援

施策1-1-2
幼児教育・保育の充実

■ 地域の支援体制の充実
■ 保育環境の充実
■ 保育サービスの充実

施策1-2-1
「生きる力」を育む学校づくりの推進

■ 特色ある学校づくりの推進
■ 知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育成する学校
　教育の充実
■ 社会の変化に対応した教育の推進
■ 教職員の資質の向上

施策1-2-2
一人ひとりを大切にした教育の推進

■ 一人ひとりに寄り添った支援の充実
■ 教育相談活動の推進
■ いじめの未然防止、早期発見・早期解消を図る連携体制
　の充実
■ 不登校の児童生徒への支援の充実

施策1-2-3
充実した学校環境づくりの推進

■ 学習環境と施設の整備
■ 安全で安定した学校給食の運営
■ 通学路の安全確保

施策1-3-1
青少年の心豊かで健全な育みの推進

■ 地域全体で子どもを育む環境づくりの推進
■ 健全育成の推進
■ 家庭に対する教育・養育支援と児童の自立支援

施策1-3-2
子どもの居場所づくりの充実

■ 安心安全な子どもたちの居場所・遊び場の提供
■ 放課後児童クラブの充実
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【音声コード】

基本目標 2
いつまでも健康でいきいきと
暮らせるまち
施策 施策における取組

施策2-1-1
高齢者の生きがいづくりの推進

■ 健康・生きがいづくりの推進
■ 高齢者が活躍できる社会環境の整備
■ 高齢者福祉施設の運営

施策2-1-2
高齢者の生活支援

■ 安心できる在宅生活への支援
■ 高齢者の権利擁護
■ 支えあいや見守りの仕組づくり

施策2-1-3
介護予防の推進と介護サービスの充実

■ 介護予防事業の推進
■ 総合相談・支援の充実
■ 地域包括ケアシステムの深化・推進
■ 介護サービスの充実

施策2-2-1
障がい者（児）の生活支援の充実

■ 障がい者（児）の生活支援の充実
■ 相談支援体制の充実
■ 差別解消および権利擁護の推進

施策2-2-2
障がい者（児）の社会参加の促進

■ 障がい者（児）の社会参加の促進
■ 障がい者の状況に応じた就労支援
■ ボランティア活動の促進

施策2-3-1
地域で支える福祉の充実

■ 支えあう地域づくりの推進
■ ボランティアの育成支援と連携強化
■ 福祉総合窓口の充実

施策2-3-2
生活保護と自立の支援

■ 生活保護世帯への就労支援
■ 生活困窮者の相談支援
■ 生活困窮世帯の子どもの学習支援

施策2-4-1
健康づくりと病気予防の充実

■ 心身の健康づくりの推進
■ 早期発見・早期治療体制の充実
■ 予防接種実施体制の充実
■ 感染症対策の強化

施策2-4-2
適正な健康保険事業の推進

■ 生活習慣病の未然防止・重症化予防
■ 健康保険事業の適正な推進

施策2-4-3
地域医療提供体制の充実

■ 救急医療体制の拡充
■ 日常の地域医療体制の充実
■ 災害時医療体制の確立
■ 看護専門学校による看護師の育成

施策2-4-4
市立医療センターの基幹機能の充実

■ 地域医療連携体制の拠点としての役割
■ 地域の基幹病院としての医療提供
■ 感染症対策体制の確立
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【音声コード】

基本目標 3
市民が主役となって活躍し、
生きがいを持てるまち

施策3-1-1
市民参加と協働の推進

■ 市民参加の推進
■ コミュニティの活性化
■ 協働の推進
■ 市民活動センター、公民館その他の施設における機能の
充実

施策3-1-2
多文化共生と国際交流の推進

■ 多文化共生の推進
■ 国際交流の推進
■ 平和に対する意識の啓発

施策3-2-1
人権を尊重するまちづくりの推進

■ 人権尊重意識の高揚
■ 人権・同和教育の推進
■ 人権相談・支援体制の充実

施策3-2-2
男女共同参画の推進

■ 男女共同参画の意識づくり
■ あらゆる分野での男女共同参画の推進
■ 困難な問題を抱える女性などへの支援
■ 男女共同参画推進センターの充実

施策3-3-1
社会教育の充実

■ 学習内容の充実と学習活動の支援
■ 学習環境の充実と施設間のネットワーク強化
■ 社会教育関係団体の活動支援

■ 生涯学習推進体制の充実
■ 生涯学習機会の充実
■ 学習成果を生かす機会の充実

施策3-3-2
生涯学習の振興

施策3-4-1
文化･芸術の創造と振興

■ 文化・芸術の魅力に触れる機会の充実
■ 文化・芸術団体への支援
■ 文化施設の整備充実

施策3-4-2
郷土の歴史と文化遺産の保存と活用

■ 文化遺産の保存と活用
■ 史跡神明貝塚の保存と活用
■ 市史編さんの継続と資料の保存と活用
■ 郷土資料館の充実

施策3-5-1
スポーツ・レクリエーション活動の推進

■ 生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進
■ 指導者の育成と資質の向上
■ スポーツ施設の維持管理と利用の促進
■ 総合体育施設の計画的な整備

施策 施策における取組



13

【音声コード】

基本目標 4
恵まれた自然の中で安心安全に
暮らせるまち

施策4-1-1
環境にやさしい持続可能な取組の推進

■ ゼロカーボンシティの実現
■ 生活環境の保全
■ 環境活動の推進

施策4-1-2
ごみ減量･リサイクルの推進

■ 3R・3Mの推進
■ 廃棄物の適正処理

施策 施策における取組

施策4-2-1
地域の強靱化と防災力の向上

■ 危機管理防災・防災体制の強化
■ 初動対応体制の強化
■ 地域における防災力の強化

施策4-2-2
消防・救急・救助体制の充実・強化

■ 消防・救急・救助体制の充実と強化
■ 火災予防の充実
■ 地域消防・救急の充実と強化

施策4-3-1
犯罪抑止のまちづくりの推進

■ 防犯および暴力排除・暴力追放意識の啓発
■ 地域防犯体制の充実
■ 安心安全情報の共有
■ 街頭防犯カメラの適正な維持・管理および設置

施策4-3-2
交通安全対策の推進

■ 交通安全教育の推進
■ 交通安全意識の啓発
■ 道路整備を補完する交通安全施設の整備

施策4-3-3
安全・安心で豊かな消費生活の推進

■ 消費者教育の推進
■ 消費生活相談体制の充実
■ 消費者被害防止や地域の見守り力の向上
■ 計量思想の普及と充実

小学校での環境学習講座の様子 避難所開設訓練の様子 小学校での交通安全教室の様子
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【音声コード】

基本目標 5
地域の資源を活かした
魅力あふれるまち

首都圏外郭放水路の見学会の様子 特産品（桐たんす、桐箱、
押絵羽子板、麦わら帽子）

米粉を活用した地域ブランド創出
に向けた協定の締結

施策5-1-1
観光資源の魅力向上と来訪者の滞在環境
の充実

■ 観光資源の磨き上げと回遊性の向上
■ 観光情報の充実・発信
■ 新たな観光資源の創出とブランド化

施策5-1-2
身近で活気あふれる商業環境の充実

■ 特長と魅力を生かした商店街の形成
■ 活気と活力を生み出す商業環境の整備
■ 市内商店街に関する情報発信

施策5-2-1
企業誘致や創業支援の推進と就労支援の
充実

■ 優良企業の誘致と産官学連携などによる起業促進
■ 就労支援の充実
■ 働きやすい環境づくり

施策5-3-1
活力ある商工業の基盤づくりへの支援

■ 企業の稼げる力を強化するための支援
■ 商工団体との連携による中小企業の経営支援
■ 地域産業および伝統工芸への支援

施策5-4-1
持続可能な農業の環境整備

■ 農業生産基盤の強化
■ 農業経営への支援
■ 農業の担い手の育成・確保

施策5-4-2
魅力ある農産物の生産と消費拡大

■ 地域や生産者団体の特性に応じた産地形成の促進
■ 戦略的な春日部産の農産物づくり支援
■ まち全体で支える農業の魅力向上

施策 施策における取組
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【音声コード】

基本目標 6
人々が集い、にぎわいのある
快適なまち

施策6-1-1
魅力とにぎわいのある中心市街地の創出

■ 春日部駅付近連続立体交差事業の推進
■ 中心市街地まちづくりの推進

施策6-1-2
鉄道駅周辺の更新・再生

■ 既存ストック再生への支援促進
■ 駅周辺への効果的な土地利用と誘導促進
■ 地域の中心となる駅周辺まちづくりの推進

施策6-2-1
計画的な土地利用の推進

■ 多極ネットワーク型コンパクトシティの形成
■ 快適な住環境整備の促進
■ 交通の利便性に応じた産業集積土地利用の推進

施策6-2-2
あらゆる世代が住みやすい活力ある
まちの創出

■ 住宅ストックの利活用の推進
■ 安全で快適な居住環境の整備
■ 良好な景観と地域に応じたまちづくりの促進

施策6-3-1
公共交通ネットワークの形成

■ 春バスのより便利で持続可能な運行の実現
■ 各公共交通機関と連携した公共交通ネットワークの形成
 と利用促進
■ コンパクトシティの形成に資する公共交通の実現

施策6-4-1
安全で利便性の高い道路網の整備

■ 都市計画道路や広域幹線道路（国道・県道）の整備
■ 幹線道路や生活道路の整備による都市機能の向上
■ 安全で快適な道路環境の維持・促進
■ 橋りょうの整備と長寿命化修繕の推進

施策6-4-2
親しみのある公園の形成と緑化の推進

■ 計画的な緑の保全・緑化の推進
■ 公園の整備と維持管理
■ 市民参加による公園づくりと緑化の推進

施策6-4-3
総合的な治水対策の推進

■ 流域対策の推進
■ 河川や水路等の整備、改修
■ 河川施設等の適正な維持管理
■ 国・県管理の河川整備の促進

施策6-5-1
安全で安定した上下水道の充実

■ 安全で安定した水道水の供給
■ 公共下水道の維持管理と接続の促進
■ 災害対策の充実
■ 経営の健全化

施策 施策における取組
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【音声コード】

基本目標 7
市民の期待に応え、信頼される
行政を推進するまち

新本庁舎の外観イメージ 春日部市ふるさと納税お礼品一例

施策7-1-1
自治体DXに基づく戦略的・計画的な
行政運営の推進

■ 計画的な行政運営の推進
■ 公民連携の推進
■ 広域的な自治体連携の推進

施策7-1-2
公有財産マネジメントの推進

■ 公共施設マネジメントの推進
■ 情報の一元化と利活用
■ 土地の利活用

施策7-1-3
自治体DXの推進と窓口サービスの向上

■ 自治体DXの推進
■ マイナンバーカードの利活用による市民サービスの向上
■ 情報セキュリティの徹底

施策7-1-4
シティセールスの推進

■ シティセールスの展開
■ 戦略的な情報の発信
■ シビックプライドの醸成

施策7-2-1
安定した財政運営

■ 財源の確保
■ 計画的な財政運営
■ 財政状況の比較・公表

施策7-3-1
市民ニーズの的確な把握と広報の充実

■ 広報の効果的発信
■ 広聴活動の充実
■ 市民相談体制の充実
■ オープンデータの推進

施策7-3-2
DX時代の職員の育成と効果的な組織運営

■ 職員の意欲と能力を引き出す人材育成
■ DX推進に向けた職員の意識啓発
■ 働きやすい職場環境の推進

施策 施策における取組
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【音声コード】

基本計画

計画づくりにおける市民と
職員の参加
この計画づくりには、中高生を含む幅広い年齢、
さまざまな立場の市民と、職員が参加しました。

市民の参加

★春日部まちづくり市民会議
★中高生まちづくり会議
★市民意識調査
市民意見提出手続
（パブリックコメント）
春日部市総合振興計画審議会

職員の参加

策定本部会議
専門部会
職員アンケート調査
庁内各所管における検討

幅広い年齢、さまざまな立場の
市民・職員が計画づくりに参加

（★印は下に説明があります）

★春日部まちづくり市民会議
市内在住の 18 歳以上の方に無作
為で参加申込書を送付し、計 63
名の方に参加いただきました。

★中高生まちづくり会議
市内の中学生（義務教育学校を含
む）・高校生計 36 名で、『2030
年の理想のまち』などについて話
し合いました。

★市民意識調査
18 歳以上の市民 3,000 人を対象
とした「市民意識調査」のほか、
転出者・転入者を対象としたアン
ケートを実施しました。
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【音声コード】

国土強靱化
この計画には、国土強靱化地域計画を統合していま
す。国土強靱化とは、被害が致命的なものにならず
迅速に回復する、「強さとしなやかさ」を備えた国土、
経済社会システムを平時から構築するための取組を
いいます。

基本計画

国土強靱化とは

■ わが国では、東日本大震災などの過去の災害等に対し、さまざまな
策を講じてきましたが、その甚大な被害により、復旧・復興が長期
間にわたることも少なくありませんでした。

■ 国では、大規模自然災害などに備えた、国土全域にわたる強靱な国
づくりに向けて、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するため、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減
災等に資する国土強靱化基本法」を定めました。

■ 国や地方自治体は、被害が致命的なものにならず迅速に回復する、「強
さとしなやかさ」を備えた国土、経済社会システムを平時から構築
するための取組（国土強靱化）を推進しています。

ゆらりん
（春日部市防災キャラクター）

「国土強靱化地域計画」では、
さまざまな取組を通じて
・ 災害などによる被害をできる

限り小さくする
・ 被害が生じたとき、できるだ

け早く回復する
ということを目指しています。
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【音声コード】

８つの行動目標（事前に備える目標）

行動目標１　被害の発生抑制による人命の保護
行動目標２　救助・救急・医療活動による人命の保護
行動目標３　交通ネットワーク、情報通信機能の確保
行動目標４　必要不可欠な行政機能の確保
行動目標５　生活・経済活動に必要なライフラインの確保と、早期復旧
行動目標６　経済活動の機能維持
行動目標７　二次災害の発生抑制
行動目標８　大規模自然災害被災後の迅速な再建・回復

4 つの基本目標

① 人命の保護が最大限図られること
② 市および社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
③ 市民の財産および公共施設に係る被害の最小化
④ 迅速な復旧復興

４つの基本目標と、８つの行
動目標（事前に備える目標）
のもとに、ハードとソフトを
組み合わせた横断的な取組を
計画的に進めます。

ハードとソフトを組み合わせた横断的な取組を計画的に推進

春日部市の強靱化
強さとしなやかさを備えたまちになる
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【音声コード】

まちの魅力を
創る

共に未来へ
チャレンジする

市民が主役市民が主役

基本構想

基本構想
まちづくりの最も重要な基本姿勢として、まちづく
りの理念、まちの将来像、まちづくりの枠組み、ま
ちづくりの基本目標を示しています。計画期間は、
2018 年度（平成 30年度）から 2027 年度（令和
９年度）までの 10年間です。

私たちは、これからの輝かしい未来を担う子どもたちに、魅力あふれる春
日部を大切につなげていきます。

その未来には、たくさんの明るい「笑顔」が輝き、いきいきと暮らしてい
る人々と魅力的なまちを行き交う多くの人で、活気にあふれていて、だれも
が「住んでみたい、住み続けたい」と思うまちがあります。

このような、だれからも「選ばれるまち」を築いていくことを目標に、本
市が目指す将来像を「つながる にぎわう すまいるシティ 春日部」とします。

《まちの将来像》

つながる　にぎわう　すまいるシティ　春日部

《まちづくりの理念》
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【音声コード】
《まちづくりの枠組み》
（１）土地利用の方針

集約型都市構造の実現に向けて、各鉄道駅を中心としたコンパクトで質の
高い市街地の形成を図ります。

（２）土地利用構想
本市の将来の都市構造は、各駅を中心とした生活圏の展開を基本とし、都

市拠点の機能強化を図るとともに、道路などの整備拡張を進めます。また、
職と住居が近接したコンパクトで魅力的なにぎわいのあるまちづくりを目指
すため、新たな土地利用ゾーンの区域を検討します。

【土地利用構想図】
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【音声コード】

《まちづくりの基本目標》

1 子どもが幸せに育ち、生きる力をはぐくむまち
〇 安心して子どもを産み、楽しく子育てできるまちをつくる
〇 知・徳・体のバランスがとれた子どもを育てるまちをつくる
〇 思いやりの心と夢をもった青少年を育てるまちをつくる

2 いつまでも健康でいきいきと暮らせるまち
〇 高齢者が安心していきいきと暮らせるまちをつくる
〇 障がい者（児）が自立して暮らせるまちをつくる
〇 共に支えあい自立して暮らせるまちをつくる
〇 いつまでも健康に暮らせるまちをつくる

3 市民が主役となって活躍し、生きがいを持てるまち
〇 市民と行政が協働し、コミュニティの輪が広がるまちをつくる
〇 一人ひとりの個性と人権が尊重されるまちをつくる
〇 だれもが学べ、地域に生かせるまちをつくる
〇 文化・芸術や郷土の歴史を大切にするまちをつくる
〇 スポーツ・レクリエーションを楽しめるまちをつくる

4 恵まれた自然の中で安心安全に暮らせるまち
〇 環境にやさしいまちをつくる
〇 地域と共に災害に強いまちをつくる
〇 犯罪や事故のない安全に暮らせるまちをつくる

5 地域の資源を活かした魅力あふれるまち
〇 魅力を活かし、人が集まるまちをつくる
〇 新たな仕事を生み出し、働きやすいまちをつくる
〇 商工業がさかんなまちをつくる
〇 安全で、おいしい農産物のあるまちをつくる

6 人々が集い、にぎわいのある快適なまち
〇 鉄道駅を中心とした魅力あるまちをつくる
〇 地域の特色を生かした選ばれるまちをつくる
〇 公共交通を便利に利用できるまちをつくる
〇 活力ある都市基盤を将来につなげるまちをつくる
〇 安定した水供給と適切な水処理ができるまちをつくる

7 市民の期待に応え、信頼される行政を推進するまち
〇 戦略的な行政運営をすすめる
〇 安定した財政運営をすすめる
〇 身近で信頼される市役所づくりをすすめる




